
 

平成 30年度事業計画書 

 

１．商連かながわの活動方針    

我が国の景気は、円安基調、株価も上昇し有効求人倍率も改善され、失業率

がさらに低下、景況感も改善されるなど、緩やかに回復し、個人消費が上向く

ことが期待されます。 

このように商店街を取り巻く環境は改善されつつあるとはいえ、その実感は

なく、ネット通販の拡大、大型商業施設の進出、逆にまた、大型店の撤退など

により、地域に密着している商店街はそのような環境変化の影響を受けやすく、

厳しい状況下にあります。 

しかしながら、私たち商店街は集客力の高い魅力ある店舗づくりや、空店舗

対策、後継者問題などの課題を解決していく必要があります。さらに、地域文

化の伝承や創造、環境・福祉・安全安心、また、新たな社会問題である買物弱

者への対応など地域住民の期待に応えるべく努力していかねばなりません。 

このような状況の中で、当会は、より公益性の高い広く一般に開かれた団体

として、商店街に係る諸課題に鋭意取組み、商店街を中心とした地域社会の健

全な発展を着実に進めてまいります。 

公益社団法人商連かながわは老朽化する商店街の防犯カメラや街路灯、アー

ケードの設置・改修及び維持管理費の支援や、商店街収入の増加対策等の課題

の解消に向け行政への要望を積極的に行い、費用対効果を勘案しつつ、地域商

業の活性化や、地域振興に取り組む県内商店街との連携を一層深め、それぞれ

のニーズに添った事業を実施し、本県商店街の振興を図って参ります。 



                                         

 

２．事 業 計 画  

平成 30年度においても、商店街を中心とした公益目的事業の展開を図るとと

もに、県内各地域での商店街振興という明確な目標のもと、引き続き、積極的

に諸事業を進めてまいります。 

 

一つは、商店街が抱える課題を検討するために、商店街実態調査事業と調査

事業の両輪となるメールによる適時適切なアンケート調査である動向調査事業

（ネットキャビン）を行い、商店街活動の参考に資すると共に、行政への要望

につなげるなど、課題の共有とその解決を図ってまいります。 

 

二つには、地域商業者の振興に関する商店街の生の声を、中小商業振興施策、

商店街活性化及び法整備などの充実強化に反映するよう行政機関等に対して要

望してまいります。また、全国展開企業等の未加入店の加入促進を展開すると

共に、地域の個別の商店街の会員拡大のための支援を図ります。 

 

三つには、かながわ商店街おみせ新聞は、大多数の読者である個店の経営情

報の充実強化を図り、他県事例なども含め神奈川県内の商店街振興に役立つあ

らゆる話題を集め、発信してまいります。また、ウェブサイトやメールマガジ

ンを活用し、商店街活動に関する最新情報の提供や、県などの各種助成策の紹

介を行います。商店街の統合サイトである「商店街に行こう！inかながわ」で

は、商店街の情報とともに魅力ある個店情報の拡大に努め、広く県民の商店街

に対する関心を高めます。また、神奈川新聞への情報提供を強化してまいりま

す。 

 

四つには、商店街の地域活動に地域住民や学生、ＮＰＯなどの多様な主体を

巻き込み、地域を盛り上げていく商店街の地域連携事業の支援事業及び商店街

の活動を地域の人々に知ってもらう商店街キャンペーンなどの普及啓発事業を

行っていきます。さらに、商連かながわが事務局を担っております神奈川県及

び県内経済団体による「かながわ商店街大賞実行委員会」では、「第 7回かなが

わ商店街大賞」を行い、広く、商店街及び消費者に受賞商店街と大型店等の活

動を周知します。5 年目に入る「商店街観光ツアー」を神奈川県と経済団体と

の共同により展開し、商店街の活動を身近に知ってもらい、商店街の活性化を

図るとともに「商店街観光ツアー実践マニュアル」を基にして、商店街や旅行

会社が自主的に取り組むことを促進していきます。 

 

商店街は地域社会の中核として、本来の買い物の場として機能するほか、安

全・安心なまちづくりの推進、高齢化社会のインフラ機能、環境やリサイクル

の問題解決、介護・福祉活動の拠点、若年・高年齢者や障害者等の働き場の提

供、地域の伝統や文化の継承、そして地域の特色を活かしたまちづくりの担い

手など、多くの役割を求められております。 

このため、これからも各地域の商店街がそれぞれの地域の人々と一体となっ

て進める共生、協働による街づくりのための諸活動への支援に一層努めてまいります。 



                                         

 

事 業 概 要 

Ⅰ．公益目的事業 

 
１．調査研究事業 

  （１）商店街実態調査事業 

商店街の神奈川県商店街活性化条例の活用等についての実態を調査し、

現状と問題点を把握して「商店街実態調査報告書」を作成し、会員及び行

政機関、関係団体等の参考に資する。 

6月調査実施／2月報告書作成 

（２）動向調査事業 

商店街を取り巻く環境の中で起こっているさまざまな地域課題につい

て、遂次テーマを設定し、県内商店街の意欲ある個店経営者等のモニター

からメールによるアンケート調査、意見聴取を行う。 

年 3回実施／商店街ネットキャビン モニター 75名 

（３）商店街支援機関事業企画・調整事業 

①地域社会の核である商店街の連合体として、行政機関等の商店街活性

化・まちづくり等を図る委員会、会議等に就任、参画し商店街を中心と

する地域社会の発展に資する。 

②各地区商連の事務局長や実務担当者を構成員として、地域商店街の活動

等の情報支援、新事業の企画調整等を行うための会議を開催する。 

6月実施（横浜） 

 

 
２．相談指導・支援事業 

  （１）商店街地域連携事業 

地域社会の中心である商店街が行う地元の町内会、自治会、大学等との

地域連携事業への支援を行う。 

支援 1件 

（２）商店街総合相談事業 

商店街・商業者グループ、ＮＰＯ等の商店街支援団体等の抱えている身

近な問題についてコンサルタント等を交えて相談に応じ、その対応策を探

る。 

派遣 2件 

 

 
 



                                         

 

 
３．普及啓発事業 

  （１）商店街キャンペーン等事業 

商店街以外の主体であり支援者である行政や一般の消費者等に対し、商

店街の活動や必要性、要望などを様々な手法をもってＰＲし、伝える。 

①行政等に対する要望 

地域の核としての商店街が行う活動に関して、地域商業の振興に関する

施策、法律・制度の整備、商店街の環境整備、中小商業者のための補助

制度などに対する商店街の要望を取りまとめて、関係行政機関等に提出

するとともに、その積極的支援を要請する。 

中小企業経済団体合同要望活動 7月 

県への要望 10月 

②商店街振興キャンペーン 

地域、全県における商店街振興キャンペーンの実施 5月～1月 

商店街活動のチラシの作成、広報等 

（２）商店街観光ツアー調整事業 

   商店街観光ツアーを円滑・効果的に実施するため、情報収集、関係機関

等の調整を行う。 

（３）商店街活性化等研修事業 

環境の変化に対応し、地域社会に密着した街づくりや販売促進等で成功

した商店街役員、商業経営者等にその経験、理念等に係る講演を依頼し、

同じ商業者の立場で会員と共に問題解決に向けて検討を行い、今後の商

店街の運営・活性化等に資する。 

開催に当たっては、県内経済団体、各地域の商店街連合会等との連携を

図り実施する。 

年 2回実施予定 

・ 商店経営関係  6月 

・ 商店街活性化  2月 

（４）地域商業振興交流会 

県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会、神奈川

産業振興センター等の県内経済団体並びに大型店等を対象とし、地域の特

性を生かした商業振興のあり方についての研修等を行い、地域商業の振興

に寄与する。 

9月実施予定  

（５）情報交流会 

商店街地域団体等を対象として、時代の変化に対応した経営戦略や商店街

の活性化策等をテーマとした講習会及び情報交換を行う。 

2月実施予定  



                                         

 

（６）表彰事業 

地域商業の振興に寄与した商店街役員、商店従業員、地域活動団体等の

会長表彰を行う。また、地域社会の核である商店街の環境活動をはじめと

する各種の活動を顕彰するための推薦等を行う。 

①商店街役員表彰等 表彰式１月実施予定 

・神奈川県商店街役員・商店従業員等知事表彰 推せん 8月 

・会長表彰 商店街役員・商店街従業員・商店街特別表彰 募集 9月 

②環境表彰等   随時推せん 

（７）コンクール等指導・支援事業 

①地域商店街等の要請等に基づき、商店街の活性化、地域振興等を図る各

地域の商店街コンクール、イベント等の後援や優れた作品等を表彰する。 

②「第 7回かながわ商店街大賞」の実施 

  県内の商店街と大型店等の優れた取組みを表彰し、広く紹介すること

により、あらためてより多くの県民に商店街の役割や魅力を知っていた

だくとともに、他の商店街の活性化の取組みの参考としてもらい、県内

の商店街全体の活性化に寄与することを目的とする。 

  「第 7回かながわ商店街大賞」を当会及び神奈川県・県内経済団体によ

る「かながわ商店街大賞実行委員会（事務局：商連かながわ）」により実

施する。 

 

 
４．情報資料収集及び提供事業 

  （１）新聞発行等情報提供事業 

国や県の行政施策、商店経営、商店街運営に関する最新情報及び当団体

事業、行事等を掲載した、商店街新聞及びメールマガジンを発行し、会員、

関係機関に配布・配信するとともに、神奈川新聞へ商店街レポート及びイ

ベント情報を提供し、商店街関係情報の充実を図る。 

① かながわ商店街・おみせ新聞 年 3回発行 

  ② メールマガジン 随時配信 

  ③ 神奈川新聞への記事掲載 毎月第 2木曜日 商店街レポート 

                毎月第 4木曜日 商店街イベント情報 

（２）ウェブサイト「商店街に行こう inかながわ」 

県内の商店街の紹介と個店情報を掲載するとともに、「商店街観光ツア

ー」の情報提供、各地域のイベント、お祭、朝市などを紹介する「商店街

に行こう inかながわ」を運営し、一般の消費者、地域団体、行政機関等に

周知し、広く商店街の魅力、取組みなどを知ってもらう。 

<掲載計画> 商店街数 650（平成 30年 3月末現在 599） 

           個店数 2,500（平成 30年 3月末現在 1,952） 



                                         

 

 

Ⅱ．組織強化・共済促進事業 

 
１．組織強化・会員拡大事業 

  （１）組織強化・会員拡大事業 

当団体組織の強化及び商店街の活性化を促進するため、神奈川県との共

同により、引き続き全国展開企業等の商店街への加入促進を行うとともに、

未加盟の地域商店街連合会や商店街に対しても当団体への加盟を図る。 

また県内商店街の活性化を促進するため、大型店との共同イベントを実

施し、未加入店や大型店等の加入促進に向けた取組みなど必要な情報を地

域に提供し、支援する。 

 
２．共済促進事業 

  経営者及び従業員の福利厚生に資するため生命保険・傷害保険等の共済事

業の促進を図る。 

日産自動車、三井のリパーク、サカイ引越センター、ホテルブランヴェー

ル那須、及び理想科学工業のキャンペーンを引き続き進める。 



                                         

 

 

Ⅲ．管理・会議等  

 
１．総会 

  総会は、通常総会と臨時総会とする。 

通常総会は 5月に開催（横浜）、事業報告及び収支決算の承認、役員の選解任

等について審議する。 

臨時総会は、その他特に理事会が必要と認める事項を審議する。 

 
２．役員会等 

  （１）理 事 会 

事業計画及び収支予算等の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督等

を行う。年 3回開催 
 
（２）委 員 会 

①総務委員会 

「予算・決算」「各種規程の制定及び改廃」「組織･事業の強化」等に

関すること。 

②事業委員会 

「事業の運営」「事業の実施」に関すること。 

③課題について、企画･実践するプロジェクトを適時設置、運営する。 
 
（３）正副会長会議 
 

 
３．賀詞交歓会・地域交流会 

  （１）賀詞交歓会 

1月 横浜（予定） 

参加対象者は、会員、賛助会員、協力団体、その他 

（２）地域交流会 

2月 湯河原（予定） 

 
４．会員名簿作成 

  会員向けの商店街会員名簿を作成する。 

11月発行／部数 780部 

 
５．事業関連諸会議への参画 

  当会事業に関連する公益団体等の主催する会議に委員等として参画し、商店

会活動の発展に資する。   



                                         

 

 

Ⅳ．関係団体連携事業 

 
１．かながわ商店街大賞実行委員会 

  （１）目的 

   神奈川県内の商店街の優れた取組みや商店街との連携及び商店会加入に

積極的な大型店・チェーン店を表彰し、広く紹介することにより、あらた

めてより多くの県民に商店街の役割や魅力を知っていただくとともに、他

の商店街の活性化や大型店・チェーン店との連携の参考としてもらい、県

内の商店街全体の活性化に寄与することを目的とするものである。 

（２）構成団体 

神奈川県 

（一社）神奈川県商工会議所連合会 

神奈川県商工会連合会 

神奈川県中小企業団体中央会 

神奈川県商店街振興組合連合会 

（公財）神奈川産業振興センター 

（公社）商連かながわ （事務局） 

（３）実施予定 

・ 8月上旬募集開始 9月下旬締切 

・ 9月～12月実行委員会及び審査委員会の開催・大賞の決定 

・ 1月初旬授賞式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 
２．かながわ商店街観光ツアー委員会 

  （１）目的 

より多くの人に商店街観光ツアーの魅力を認識していただくため、商店

街観光ツアー実行委員会を設置し、この実行委員会が中心となって商店街

の「売り」となる魅力を引き出すとともに、参加者がツアーを通して体験

することで、商店街の楽しさを知っていただけるよう、商店街と旅行事業

者等との間をコーディネートする。また、「商店街観光ツアー実践マニュア

ル」を基にして、商店街や旅行事業者等が自主的に取り組むことを促進し

ていく。 

なお、ツアー実施による成功体験を県内商店街に対して発信し共有する

ことにより、「マグネット商店街」を創出する。 

（２）構成団体 

神奈川県 

（一社）神奈川県商工会議所連合会 

神奈川県商工会連合会 

神奈川県中小企業団体中央会 

神奈川県商店街振興組合連合会 

（公財）神奈川産業振興センター 

（公社）商連かながわ （事務局） 

（３）商店街観光ツアーの実施 

・ 年間 5ツアー実施予定 

・ツアーのコーディネート 

（４）広報 

  ・ツアーのチラシ作成・配付 

  ・県のたよりへの掲載 

  ・フェイスブック広告を出稿 

（５）ウェブサイトの拡充、運営 

  ・実施済ツアー紹介用特設ページ（モデルコース）の拡充 

（６）ツアー実施のための研修会の開催、マニュアルの改定 

  ・商店街観光ツアー実施マニュアル改訂版 2,000部作成 

  ・研修会の開催 7月予定 

（７）ツアー委員会の開催 

・ 2回（10月・2月）開催予定 

 

 

 

 


